
別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
10  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31
会計

一般 0 2 0 1 0 9 0 1 0 5 1 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

財政係で行う財政事情報告事務において、総合交付金本体の事務がある。課内の事務所掌の点から統合は
していないが、重複申請等を避ける必要もあることから、連携して事務を行っている。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

事務を行わなかった場合には、東京都より交付金が支出されなくなるため、その分を一般財源で穴埋めしな
ければならなくなり、国立市の財政に負担が生じ、財政運営に支障が出る。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

想定事業の選定、都への想定事業ヒアリング、本申請、交付予定事業の執行状況報告、額の確定報告。平成28年度は15,690千円の交付実績があった。

(4) 改革・改善による期待成果

28年度については、８事業申請のうち６事業が採択されたが、その後の
事情変更により２事業を取り下げる等残念な部分もあった。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

平成28年度と同様

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

今後も、交付金の対象となる先進性や地域特性のある事業について当該交付金の交付決定のために取り組み、
財源の確保に一層努めていく。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

東京都総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠の制度が存続する限り、少しでも多くの交付金の交付を受けられるよう努力し、一般財源から
の支出を抑えることに注力する。

事業費は当事務に係る人件費のみであり最小限の費用で行っている。

×
維
持

低
下 ×

予算査定の段階から、各事業の新規性・独自性に着目し整理しておくことで、より効率的な交付金の確保に結び付くと考えられる。

○

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

市の行政運営全般を範囲とする歳入確保事務のため、受益は市民全体に亘る。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

最小限の業務時間で実施していると考えるため。

東京都市町村総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠は、市の施策を実行する上で欠かせない財源で
あり、市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になることに結びつく。よって、行政が自ら行うべき内
容である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

市としてより多くの交付金交付を受けるべく、常に向上余地があると言える。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

事業費がないため、削減余地はない。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

市全体の事業をよく把握しなければ、独自性や先進性のある事業を抽出することができない。交付金申請を行い交付金を獲得していくためには、市
が行っている様々な事業に精通しておく必要がある。

維持 増加

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

100%
-1,700

0千円

千円

千円

100% 100% 100% #DIV/0!
0-1,300-1,300-1,400
0000

1,300

✔

1,4001,700

（決算）（Ａ）

01,300

0

千円

件

千円

867,781

0

000

0

00

74,570 95,530 11,560 15,690

4 4 4 4

60,370 80,133 45,341 14,800

79,590

00

00000

東京都総合交付金（地域特選事業枠）活用事業

千円

人に係るコスト計（Ｆ）

543,274

00
1,700

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 560

8

1,3001,400

000

50,896

千円

千円

千円

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

千円

時間

1,300

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

233,224

款
法令根拠

政策経営課

黒澤　重德

所属課政策経営部

事業コード

7

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

千円

％

千円

千円

件

（決算）
平成25年度
（決算）

4 5

項目

①
千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

4人

人

千円

時間

人

2,800

0

100%
-2,800

0

0

2,800
0

-1000

0

00

01,3001,3001,4002,800 1,700

100
0

0
0
0

0

0
0

平成29年度

4 4
340 280 260

-100

-100

47,460

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

53,580

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

1

-34,792

0

0

4,130

-814,201

0

28,694

平成28年度 平成29年度 目標年度

申請件数

申請交付対象事業費の金額

東京都市町村総合交付金(地域特選事業枠)予算計上額

交付事業件数

交付決定額

特定目的基金を含めた実質単年度収支

4
260

0

0
0
0
0
0

予定した財源を確実に確保する

4

0
0

0

-20

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

平成１８年度の制度変更により、「多摩島しょ底力発揮事業交付金」
が「東京都市町村総合交付金」まちづくり振興割の中の「地域特選
事業枠」となった。

政策経営係

0
0

0

東京都市町村総合交付金(まちづくり振興割地域特選事業枠)

事業類型を選択してください。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

（事業の内容）
東京都と市町村とが一体となったまちづくりを進めるとともに、地域の将来の発展に向けた課題を解決するために市
町村が取り組むまちづくり事業に対して支援する「東京都市町村総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠」へ
の申請事務。
（業務の内容）
①政策事業を中心に想定事業を摘出
②各部局との調整
③東京都に申請
④東京都ヒアリング を経て、交付予定事業通知を受ける
⑤年度末に交付予定事業の執行状況報告を提出
⑥「東京都市町村総合交付金」として補助を受ける。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
11  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31
会計

一般 0 2 0 1 0 8 0 1 0 5 1 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

事業類型を選択してください。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

(事業の内容）
実施計画は、総合基本計画を実現するために、行財政の均衡と事業の優先度等を精査した具体的な行財政計画であり、健全な
財政運営と効果的・効率的な行政運営に資するために策定するものである。計画期間は４か年であり、毎年度各部局の要求事業
を調整し策定する事業。また、これに並行して実施計画と連動した新年度予算を編成する事務。
（業務の内容）
①「行政経営方針」に基づき、実施計画に計上する政策事業について各課へ募集。②提出のあった事業について、各部局との調
整、政策経営部内の調整、理事者調整を経て、採択候補事業を選定する。③採択候補事業のうち翌年度事業については、予算
編成方針等に基づき、各部局と政策経営課とで、施策内での優先度や市民・他の行政機関等との役割分担等を検討し、事業費の
精査を行ったうえで、政策経営部内の調整、理事者調整を経て、庁議にて当初予算案として付議する。④了承後、各部局へ通知
する。⑤2年目から4年目までの政策事業について、4か年の財源調整表を作成する中で事業の調整を行い、政策経営部内の調
整、理事者調整を経て、庁議にて最終の実施計画案を付議する。　⑥了承後、決裁により決定、各部局へ通知する。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

政策経営係

0
0

0

新年度分として要求のあった政策事業数 市民にとって真に必要な政策事業（新規及びレベルアップ事業）を採択することで、
効率的な予算配分ができる。

5

0
0

0

100

0

0
0
0
0
0

第1次基本計画に掲げた展開方向ごとの目標達成率

5
2,300

0

平成28年度 平成29年度 目標年度

政策経営部内調整会議

理事者調整会議

要求のあった政策事業数

実施計画事業として調整した政策事業数

実施計画で採択となった政策事業数

8

5

0

41.9

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

0

6

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

235

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

41.9

平成29年度

5 5
2,000 2,000 2,100

500

500

-500
0

0
0
0

0

0
0

011,50010,50010,00010,000 10,000

00

5000

0

0

10,000
0

0

100%
-10,000

0

人

千円

時間

人

10,000

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

6人

項目

①
回

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

回

（決算）
平成25年度
（決算）

8 9

千円

千円

千円

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

13

款
国立市総合基本計画に関する規則（第6条）法令根拠

政策経営課

黒澤　重德

所属課政策経営部

事業コード

7

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

千円

時間

11,500

千円

千円

千円

7

10,50010,000

000

11

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 2,000

00
10,000

実施計画策定・政策予算編成事務

％

人に係るコスト計（Ｆ）

12

00000

11

00

201 199 205

189 160 165 173

151 122 147 152

0

000

0

00

0

事業

事業

事業

（決算）（Ａ）

011,500

✔

10,00010,000 10,500

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-11,500-10,500-10,000

その他

100%
-10,000

0千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

本事業における事業費はないので、事業費削減の余地はない。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

政策事業として要求が多く出されている現状があるので、市の目指す方向を見失うことなく重点的に予算をかけて実施するべき事業の精査をしっかり
と行っていく必要がある。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

平成24年度から各課提出の実施計画帳票を見直し、各課と政策経営課のヒアリング時の効率化を図った。事
業内容や実施目的などについて的確な把握し、説明能力など係員が常に自身の能力向上させるよう努力を
していく必要がある。本事業に係る業務時間の削減余地はほとんどない。

市の予算を理事者等と調整を行いながら編成していく事務であり、行政が主体的に行う以外の方法はない。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

よりよい予算編成・実施計画策定を行うためには、理事者の政策の方向性を政策経営係員が的確に把握しな
がら集中的に審議し、施策の目標達成に効率的な事業採択を行い策定することが求められている。事業に関
する知識や事例の研究など事業の採否を決定していくためには、係員の調整能力の向上を常に図っていく必
要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

各課より提出のあったすべての事業について、内容を確認し採否の判断を行っていることから、公平・公正で
ある。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

　毎年度、実施計画策定にあたり、実施している事務であることから、計画的な行政運営のためには必要な事業であり、本事務事業の廃止することは
ない。

実施計画の策定は、係内、部内、理事者と度重なる調整を行うなかで決定されていくものであることから、各係員が事業内容を的確に把握する能力
や説明する能力、分析・提案する能力などが求められる。そのため、各係員が常に自己の能力向上を図る必要がある。

×
維
持

低
下 ×

係員の調整能力向上のほか、行政評価と連携して重点的に実施すべき施策や事業の精査を行う必要がある。

○各課ヒアリングや理事者調整の際に的確な事業把握と簡潔明瞭な説明ができるよう係員各自が能力向上を図
る。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

平成29年度～32年度（2017年度～2020年度）実施計画の策定、平成29年度政策予算編成

(4) 改革・改善による期待成果

　本事業は、毎年度取り組んでいる実施計画の策定業務であるが、各課
ヒアリングや理事者調整の際に的確な事業把握と簡潔明瞭な説明ができ
るように取り組んでいく必要がある。
　また、各課からの提出事業数が多くなっている現状から、政策事業と経
常事業の基準等を明確にし、重点事業の精査に注力できる仕組みを考
えていく必要がある。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

平成30年度～33年度（2018年度～2021年度）実施計画の策定、平成30年度政策予算編成

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

選択と集中の下、効果的・効率的な事業の実施ができる。

現在でも連携しているが、財政係の予算編成事務（経常予算）と引き続き連携を行っていく必要がある。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

予算が編成されない場合、当初予算の執行ができなくなり、住民生活に多大な影響が生じる。
また、実施計画が策定されない場合、事業実施に向けた計画的な行政ができなくなり、的確な行財政計画が
ない状況では、時代に即応した事業展開ができなくなる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 5 0 1 0 3 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる。

類似事業として、政策（計画）事業に関する事務を政策経営係で実施している。単純に予算・財政として考えるのであれば、
政策事業も財政係で合わせて調整すべきだが、新規事業実施に当たっては政策判断が重要視されることから、現行体制で
は統廃合は難しい。なお、すでに財政・政策経営両係で連携しながら事務を進めているところである。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

財政事務を行わないことは、歳入歳出ともに予算編成・執行できなくなり、市の事務事業を全く行うことができ
ないこととなるため、市民への影響が大きい。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

予算編成事務（9月～2月）、決算統計事務（6月～7月）、財政事情報告事務（4月・10月・1月）、予算執行管理事務（4月～3月）、地方交付税事務（4月～2月）

(4) 改革・改善による期待成果

平成28年度一般会計補正予算案は9号まであり、資料作成や調整等の
時間に追われた。
当初予算案は、スケジュールが例年と比べて大きく変わったが大きな混
乱もなく対応できた。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

前年度と同様

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

財政事務は年間を通じて業務量が多いが、担当の業務分担を平準化するなどの工夫により負担を減らすととも
に、予算資料等のチェックの精度を高めていく。
平成28年度より「国立市健全な財政運営に関する条例」が施行されることから、より健全な財政運営を図るための
取り組みを進めて行く。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

規律のある財政運営が図られる状態となれば、一定の目標は達成されたと言える。

限られた人員・時間・予算の中で、いかに多くの事務を的確に進めていくかが課題である。

×
維
持

低
下 ×

・予算のヒアリングの際は、単純な数字のチェックだけでなく、事業の背景や必要性、今後の方向性なども交えた議論を行う必要がある。
（解決策）財政係・政策経営係が連携し、時間をかけてヒアリングを実施する。また、現場で状況確認を行いながら議論を進める。

○

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

市の予算は、市議会の議決を経て決定しているほか、財政状況についても、市報掲載や財政白書、決算
カード、決算概況等の資料を作成し、市民へ周知しており公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

最小限の人員で事務を行っており、これ以上の削減は難しい。

予算編成は、地方自治法において地方公共団体の長が担任することとと規定されており、また、その内容は
市政の根幹にかかわるものであること、また、その他の事務内容についても国立市に交付される交付税に関
する事務や市の決算状況分析等であり、基礎情報の把握や管理の観点からも、国立市以外が行うことはでき
ない。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

新年度予算編成にあたっては、担当課ヒアリングを通じた1件査定方式を採っている。年度内に必要とする予
算を配分するよう心がけているが、予算の計上漏れや配分した予算の未執行もみられる。また、執行時期に
ついても適切な時期に執行されていないケースが見受けられることから、引き続き財政規律を高める取り組み
を進めていく。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

最小限の事業費で事務を行っており、これ以上の削減は難しい。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

全庁的な財政規律を高める努力は常に行う必要がある。
また、財政に対する意識を個々の職員が常に意識していく必要がある。

維持 増加

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

100%
-23,023

0

0

千円

千円

千円

100% 100% 100% #DIV/0!
0-23,513-25,480-21,641
0000

0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

25,480

0

✔

60.1 55.3

21,64123,023

63.7

（決算）（Ａ）

0

023,513

0

0 0

千円

千円

％

0

0 0

0

90.3

0
0

0

000

-911

00
0
0 0 0

96.1

0 0

25,660,70528,442,77230,572,30329,290,000

96.7 98.8 97.7 95.6

28,801,71031,081,66130,051,56429,030,000

0 0 0

0 0

00
0

03132801,1915,373

0

財政事務

％

280 313
0 0

人に係るコスト計（Ｆ）

0

0 0
00

17,650
5,373

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

95.8

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 3,610

0

9 4

25,20020,450

000

0

千円

千円

千円

0

0
0
0
0

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0 0

千円

時間 0

23,200

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

款
地方自治法、地方財政法、地方交付税法、地方公共団体の財政に健全化に関する法律、国立市予算事務規則、国立市支出負担行為手続き規則法令根拠

政策経営課

黒澤　重徳

所属課政策経営部

事業コード

8

0 0

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

千円 0 0

％

千円

千円

号

（決算）
平成25年度
（決算）

13 8

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

5人

人

千円

時間

人

0
0

0
0

26,028

2,067

0

100%
-26,028

0

0

0
0

0
0
0

7,978
18,050

0
4,7500

7,978

2,126
0

1,191
737

0 0 0 0

0 0
00

000
023,20025,20020,45018,050 17,650

0

-3,839
0

0
0
0

0

0
0

平成29年度

6 6
3,530 4,090 5,040

4,750

3,839

26,157,714

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

29,030,000

93.8

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

1

-1030097

-1282303

-2.1

0

3.5

2.5

0

平成28年度 平成29年度 目標年度

一般会計補正予算数

一般会計決算額（歳入）

一般会計決算額（歳出）

一般会計予算執行率

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率 57.8

5
4,640

％

0

0
0
0
0
0

予算（事業費及び財源）について、各事務事業に適切な額が配当されるとともに、適
切な時期に執行される。

6

-737
-911

0

950

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

現行法に限定すると、昭和22年に地方自治法が制定されたことにより、予算編成事務を行うこととなっ
た。

地方交付税制度は、地方団体の財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障することによ
り、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立を強化することを目的とした地方交付税
法（旧地方財政平衡交付金法）に基づき、昭和25年より始まった。

財政係

0
0

0

市の予算・事務事業

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

予算編成、交付税交付事務等や決算統計など法令等により実施が
必要なため

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

財政事務の主な内容は①予算編成事務、②決算統計事務、③財政事情報告事務、④予算執行管理事務、⑤地方交付税事務である。1年間を通じ
適切にこれら事務処理を進める。
①予算編成事務　当初予算：毎年9月末に予算編成要領を作成し、課長連絡会及び予算担当者説明会を開催→担当課より提出された予算見積書の
ヒアリングを10月末以降に実施→集計結果について理事者調整のうえ庁議集約し、予算案を庁内に内示→国・都の制度変更・緊急事案等を再調整
→再度政策経営部を経て理事者と調整後庁議確認、予算査定通知送付→議会提出議案として予算案(予算書)作成→議会へ予算案送付、議決後各
部へ予算を配当・公表　補正予算：各部見積もり→政策経営部調整→理事者査定→議案(予算書)作成→議決後公表
②決算統計事務：地方財政状況調査を作成し、東京都を経由し総務省に報告する。
③財政事情報告事務：市の財政状況について、例年4月、10月、1月に東京都へ調査票を提出し、ヒアリングを受ける。
④予算執行管理事務：予算執行方針に基づき、計画的、効率的に予算を執行管理する。
⑤地方交付税事務：地方交付税（普通交付税）の交付・不交付判定のため、交付税算出資料を作成する。また、特別交付税についても基礎資料等の
作成を行う。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 1 2 0 1 0 1 0 1 5 9 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
✔  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

その他、基金の管理、保険の加入、証明書の交付等の裁量性の小
さい事業
各基金設置条例により定めがあるため。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

市が設置している以下の基金について、個別条例に基づき適切に管理する。

基金積立て、基金取り崩し及び運用に伴う基金利子積立て

・財政調整基金　　　・職員退職手当基金　　・公共施設整備基金　　・青少年海外派遣基金　・高齢者福祉基金
・国立駅周辺整備基金　　　・母子家庭等の自立及び事立ち支援基金
・道路及び水路の整備基金　　・企業誘致促進基金　　・くにたち未来基金　　・ＲＨグローバル人材育成基金
・谷保の原風景保全基金

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の
資金を運用するため、各基金を設置している。（地方自治法第241
条）

財政係

0
0

0

市が条例設置した基金 基金を適切に管理し、活用する。

5

0
0

0

-105

0

0
0
0
0
0

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率 58.7

5
540

％

0

平成28年度 平成29年度 目標年度

基金数（一般会計）

年度末基金残高

0

0

0

3.5

3.4

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

1

-616966

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

4,918,313

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

93.8

平成29年度

5 5
640 545 440

-525

-136,700

136,700
0

-136,175
0
0

0

0
0

000
02,7002,2002,7252,675 3,200

0
0 0 0 0

0 0
00

-5250

0

0
0

0
0

0
0
0

0
2,675
0

0

100%
-687,954

0

685,279

人

千円

時間

人

687,954

0

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

5人

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

本

（決算）
平成25年度
（決算）

11 11

千円

千円

千円

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

款
地方自治法、地方財政法、各基金設置条例法令根拠

政策経営課

黒澤　重徳

所属課政策経営部

事業コード

11

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0 0

千円

時間 0

2,700

千円

千円

千円

0

0
0
0
0

12 12

2,2002,725

000

0

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

95.8

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 535

0

0

0 0
00

3,200
0

基金管理事務

％

0 0
0 0

人に係るコスト計（Ｆ）

0

00000
0 0 0

0 0

00
0

4,739,865 5,436,904 4,819,938 3,967,365

0 0 0

96.1

0 0

0

000

0

00
0

497,399 781,686

0

90.3

0
0

0

0 0

千円

0

63.7

（決算）（Ａ）

133,226

0135,926

✔

60.1 55.3

784,411500,599

645,511

647,711

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-135,926-647,711-784,411

その他

100%
-500,599

0千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

基金の運用方法については、さらなる研究が必要である。
なお、基金への積み立ては、資産を積み替えているだけであり、厳密にいうとコストではない。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

基金の運用・活用では、その状況にあった活用が必要な場合がある。今後のニーズを見越し、目的に沿った基金の新設・管理・改廃ができるか。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

最低限の人件費で行っており、削減余地がない。

市の設置した基金については市が責任を持って管理・運営を行うべきであり、市が行うことは妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

市の財政運営上、基金については柔軟な発想で運用・活用することが望ましい。とくに今後多額の財政出動
が見込まれる場合、どの時期に、どのような基金を設置し、どのような財源で積み増していくべきか等を研究す
るが必要がある。
また、現行設置している基金についても、どのように活用・改廃すべきかを常に検証する必要があり、向上余

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

基金はすべて法律や条例に基づいて設置しており、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

設置しているすべての基金が適切に管理運用され活用されている状態となれば、目標が達成される。

基金の運用方法については、さらなる研究が必要である。

×
維
持

低
下 ×

基金を積み増すための財源確保
（解決策）寄附金等による歳入の確保と歳出予算の抑制

今後も基金の活用を進めるとともに、将来に備えた基金への積み増しも進める。 向
上 ○

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

・基金への積み立て、利子積立
・新たに谷保の原風景基金を設置

(4) 改革・改善による期待成果

引き続き適切な管理運用を行った。活用面については、谷保の原風景
基金を新たに設置し1億円の積立を行った。今後は、公共施設の再編に
向け、公共施設整備基金への定期的な積み立てを進める。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

・基金への積み立て、利子積立

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる。

一般会計における基金の管理運営事務は本事業のみである。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

地方財政法で義務付けられている財政調整基金を除き、条例設置した基金を廃止した場合は、計画的な事
業実施のための財源確保の手立てが減ることとなり、影響が大きい。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 1 1 0 1 0 1 5 8 7 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
✔  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

その他、基金の管理、保険の加入、証明書の交付等の裁量性の小
さい事業
大きな工事等での起債しかしておらず、起債の限度額も法律により
指定されているため。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

地方債の借入れ及び償還事務（東京都が事務の窓口）
　　・当初要望調査（調査表作成及び提出・5～6月）
　　・起債対象事業に関する説明（都のヒアリング・12～1月）
　　・借入申請（3月）
　　・受入及び起債台帳へ登録（4～5月）
　　・毎年度の償還処理（9月・3月）

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

昭和23年に制定された地方財政法第5条各項に基づき、地方債の
借入を行っている。

財政係

0
0

0

起債充当事業
地方債現在高

・適正な起債による財源充当をし、事業の進捗と世代間の財政負担の公平を図る。
・当該年度に行った繰上償還・借換えによる公債費の削減

5

0
0

0

-335

0

0
0
0
0
0

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率 57.8

4
840

％

294344

平成28年度 平成29年度 目標年度

新規起債数

元金償還額

新規起債額

地方債現在高（年度末）

対当初予算収入率（借入額/予算額）

繰上償還・借換による利子軽減額

-1524668

-0.3

0

3.5

2.5

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-10

-1893200

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

505,500

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

14,330,314

93.8

平成29年度

4 4
840 1,075 740

-1,675

292,669

-292,669
0

294,344
0
0

0

0
0

000
04,2003,7005,3751,675 4,200

0
0 0 0 0

0 0
00

-1,6750

0

0
0

0
0

0
0
0

0
1,675
0

0

95%
-1,515,441
77,786

1,591,552

0
0

人

千円

時間

人

0
77,786

0
0

1,593,227

0

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

3人

項目

①
千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

件

（決算）
平成25年度
（決算）

8 11

千円

千円

千円 0 0

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

0 0

千円

1,406,812

款
地方財政法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律法令根拠

政策経営課

黒澤　重徳

所属課政策経営部

事業コード

22

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0 0

千円

時間 0

4,200

千円

千円

千円

0

0
0
0
0

12 9

3,7005,375

000

0

1,258,357

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

95.8

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 335

0

0

0 0
00

4,200
0

起債事務

％

0 0
0 0

人に係るコスト計（Ｆ）

1,382,700

0

00000

1,552,701 1,676,632

0 0 0

0 0

00
0

870,000 2,923,000 1,029,800 1,020,000

13,956,03713,500,83815,199,98113,675,313

48.0 40.7 92.8 92.5

0 0 0

96.1

0 0

0

000

0

00
0

1,545,340 1,258,357

0

90.3

0
0

0

0 0

千円

千円

％

千円

0

63.7

（決算）（Ａ）

1,676,632

01,680,832

✔

60.1 55.3

1,263,7321,549,540

1,552,701

1,556,401

0

0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
77,786 77,786 77,786 77,786

077,78677,78677,786

94% 95% 95% #DIV/0!
0-1,603,046-1,478,615-1,185,946

その他

95%
-1,471,754
77,786

0

千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

借入の際、より有利な条件の相手先から借り入れる事等により、事業費を削減できることができる余地がある。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

新たな借り入れに当たり、借入先及び借入方法についてさらなる研究・検討をする必要があるほか、繰上償還の可能性についても検討を要する。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

借入件数により業務時間に多少の増減はあるが、市の各組織にまたがる事業・財政・財務会計システムに関
する一定の知識が必要であり、予算編成から一貫して従事する必要があることから、嘱託員等の活用や外部
委託化も困難である。

赤字地方債（臨時財政対策債等）以外の地方債借入れは、国立市が行う基盤整備や安全対策などの建設事
業費の資金調達や将来世代との負担の公平性の観点から行うものである。よって、当該事業の内容や他の特
定財源の有無について把握している国立市が主体となるべきであり、妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

繰上償還・借換等の制度上の問題が解決されれば、成果の向上が期待できる。国立市においては方針により
ここ数年借入をしていない。また、当然のことながら、借入先の選定を通じて有利な条件で資金調達し、後年
度の利子負担を減らす必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

事業債については、適正規模の計画的な借り入れをしている限り、償還は長期にわたるため、世代間の公平
な負担となる。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

地方債残高がなく、また新規に借入を行う事業がなく、かつ償還する元金・利子が無くなった場合は、本事業は見直し対象となる。

起債事務については、その必要性・妥当性を市民に理解いただくとともに、赤字地方債に頼らない財政運営を心がける必要がある。

×
維
持

低
下 ×

国や都、金融機関との調整があることから、起債事務を行う職員は借り入れに関する専門知識が必須である。
（解決策）金融機関等の実施する外部研修等に参加することにより、専門知識を深める。

新たに起債する場合は、借り入れ条件の検討を十分行うことを心がける必要がある。 向
上 ○

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

・起債の借入事務
・元利償還金の支払事務

(4) 改革・改善による期待成果

ここ数年では、高利率の借入の償還が進んでいるが、平成27年度は土
地開発公社用地の買戻しに伴い多額の借入を行った。平成28年度は事
業の進捗などにより借り入れは減少した。平成28年度より普通交付税
が不交付団体となり、臨時財政対策債は借り入れができなくなった。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

・前年度同様

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

一般会計での起債事務は政策経営課でしか行っていない。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

起債を行わない場合、各年度に収入される一般財源だけでは実施できる事業・工事が限られてしまうため、
中長期的な視野での計画的な行政執行が困難となる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 9 0 1 0 5 2 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

事業類型を選択してください。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

ふるさと納税制度が創設されたことを受け、国立市でも関係条例等を整備し、平成23年10月1日より、くにたち未来
寄附制度をスタートした。平成26年2月1日からは、寄附メニューに「旧国立駅舎再築のために」を追加するとともに、
寄附金額に応じ、特典品を贈呈する形に変更した。平成27年分よりワンストップ特例制度開始。平成28年4月及び
10月より寄附メニュー一部変更。

（業務の内容）
　１．寄附についての相談（制度の概要、寄附方法）
　２．寄附申込書の受領　→　寄附金納入手続き　→　寄附金受領証明書の発行
　３．寄附情報の公表（市報、ホームページ）
　４．補正予算計上　→　くにたち未来基金への積立て
　５．寄附者の意向に沿った事業に充当

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

地方公共団体への寄附は過去から行われていたが、平成20年度に「ふるさと
納税制度」が開始されたことを受け、国立市では平成23年度より「くにたち未
来寄附制度」を整備し、本格的な寄附受付を行うとともに、HP等で積極的な
PRをスタートした。また、旧国立駅舎再築のための財源確保という観点から
も、積極的なPRを行っている。

財政係

0
0

0

市民、事業者、国立市に関心のある他市の住民・事業者から寄せられた寄附 寄附者の意向に沿った事業が実施できる

5

32,563
32,999

0

260

0

0
0
0
0
0

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率 58.7

5
1,360

％

0

平成28年度 平成29年度 目標年度

寄附件数

寄附金額（指定寄附金）

くにたち未来基金への積立額

事業への充当額

旧国立駅舎再築のために寄せられた寄附金額

52785

-65589

-618

3.5

3.4

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-114

53896

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

14,775

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

8

93.8

平成29年度

5 5
1,700 1,200 1,460

1,300

34,299

-34,299
0

0
0
0

0

0
0

000
06,8007,3006,0004,700 8,500

0
0 0 0 0

0 0
00

1,3000

715

6,598
0

5,786
5,387

0
0
0

715
4,700
0

0

100%
-5,415

0

0

0
0

人

千円

時間

人

0
0

0
0

5,415

620

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

5人

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

件

（決算）
平成25年度
（決算）

245 1,748

千円

千円

千円 0 0

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

平成25

0 0

千円

款 地方自治法施行規則、地方税法、くにたち未来基金条
例、くにたち未来寄附金の取り扱いに関する要綱

法令根拠

政策経営課

黒澤　重徳

所属課政策経営部

事業コード

1,175

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0 0

千円

時間 0

6,800

千円

千円

千円

0

0
0
0
0

1,061 2,000

7,3006,000

000

0

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

95.8

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 940

0

0

0 0
00

8,500
7,362

寄附事務

％

38,785 21,660
37,950 20,995

人に係るコスト計（Ｆ）

0

021,66038,7855,7867,362
0 0 0

0 0

00
0

69,589 33,769 87,665 1

11,413

4,742 72,500 17,861 70,646

57 149 66,247 658

11,216 50,555

0 0 0

14,266

96.1

13,648

0 0

0

000

32,999

00
0

0 0

0

90.3

0
0

0

0 0

千円

千円

千円

千円

0

63.7

（決算）（Ａ）

0

028,460

✔

60.1 55.3

11,78615,862

0

46,085

0

0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-28,460-46,085-11,786

その他

100%
-15,862

0

0

千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

特典品発送や手数料、郵送料などは寄附件数が増えることに伴い増となってしまうことから、制度上事業費を
削減することは難しい。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

平成26年2月から特典品付与を開始し、平成28年10月からさらなる特典品を追加した。常に魅力ある制度とするとともに、様々な媒体を通じた情報
発信を行っていく必要がある。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

寄附事務は年末年始に業務が集中するが、事務の委託化により人件費は大きく削減できた。

ふるさと納税制度は地方公共団体に対する寄附であり、当該地方公共団体が行うべき事務である。また、寄
附を受けた地方公共団体から寄附者へ寄附金受領証明書を発行する必要があることから、国立市が行うべき
事務である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

他市においてもふるさと納税制度の活用が進んでおり、今後も引き続き、魅力ある寄附金制度を検討・実施し
ていく必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

大手のふるさと納税サイトの活用など以前に比べて多くの人の目にとまる機会が多くなり、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

地方公共団体への寄附が禁止された場合は廃止となる。

ふるさと納税制度が成熟してくるなかで、他市に比べて魅力的なメニューをいかに提供し続けることができるかが課題である一方本来のふるさと納税
の考え方との整合性も課題となる。

×
維
持

低
下 ×

ふるさと納税制度により市税の減少が課題となっている。
解決策：より寄附をしたくなるようなメニューの作成

さらに魅力ある寄附金制度を検討する。
業務の安定化を図るとともに、さらなるコスト削減の可能性についても模索していく。

向
上 ○

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

くにたち未来寄附の随時受付。赤い三角屋根プロジェクト古本募金の受付。業務の外部委託化。返礼品のメニューの増加。

(4) 改革・改善による期待成果

平成28年10月からの業務委託で特典品や業務内容が大きく向上した。
また、特典品もドローンをはじめどんどん返礼品は増えていっている。
今後も引き続き、魅力ある寄附金制度を検討・実施していく必要がある。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

くにたち未来寄附の随時受付。赤い三角屋根プロジェクト古本募金の受付。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

寄附は地方公共団体単位で受け付けるものであり、他に手段はない。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

国立市に寄附をしたいと申し出た方の受付窓口が無くなってしまうため、影響がある。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 5 0 1 0 3 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

「財政事務」「会計事務」があるが、現行の財務会計と本事務事業で取り扱う新公会計制度とは仕組み自体が
異なるので統合はできない。しかしながら、両会計制度が連携し透明性の高い財政運営を進めていく必要が
ある。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

総務省からの要請に応えられないこととなり、影響がある。また、今後の公共施設等のマネジメントへの活用
や他市との比較可能性の確保などもしづらくなる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

・検討報告書の方向性にもとづく導入準備
・公会計システムの導入
・各種情報収集

(4) 改革・改善による期待成果

・平成27年度の固定資産台帳の整備が完了しておらず、平成28年度は
システムの導入がメインとなった。
・平成28年度の財務諸表を作成に向けて庁内の協力体制を形成してい
く必要がある。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

固定資産台帳の更新作業
財務書類作成

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

市としての方向性はすでに固まっていることから、今後は国からの情報をもとに、より効率的な方法でシステム構
築など必要な措置を講じていくとともに、導入後の活用についても検討していく。
また、公会計制度自体の知識を職員にも共有化していく必要がある。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

新公会計制度に基づく会計システムが構築され、適切に運用された状態となったとき、目的が達成される。

先進市の取り組みなども比較検討する中で、より効率的・効果的な方法で新公会計制度の導入を進めていく必要がある。
また、作成した帳票についてもより効果的な活用方法を検討していく必要がある。

×
維
持

低
下 ×

新公会計制度運用に係る職員の情報共有と対外的な活用
（解決策）
庁内の研修を開催する。事業別・施設別コスト計算や行政評価システムと連携等により、より分かりやすい財務情報を市民に周知していく。

○

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

全庁的な議論を踏まえ、制度の導入準備を行っており、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

現在は制度の導入段階であり、最小限の人員で行っていることから、削減の余地はない。

地方自治体の会計制度（公会計制度）に関することであり、精通している行政が行うべきである。
国や都からは全体的な方向性や助言を示してもらうことや技術的な支援はあるが、実施主体はあくまで国立
市である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

現在は導入段階であり、整備が完了するまでは常に成果の向上を目指す必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

システムなどの導入が完了したため、今後の事業費の削減は望めない。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

新規事業であり、かつ全庁的にかかわる事業であることから、要所要所で情報共有化を図り、遅滞なく進めていく必要がある。
また、平成29年度には財務諸表の議会への報告等もあるため知識の共有化が不可欠となる。

維持 増加

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

100%
-6,522

0

0

千円

千円

千円

100% 100% 100% #DIV/0!
0-12,291-16,477-10,676
0000

0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

16,477

0

✔

60.1 55.3

10,6766,522

63.7

（決算）（Ａ）

0

012,291

0

0 0

百万円

百万円

％

％

0

0 0

0

90.3

0
0

0

0052

2,801

00
0

- -

0 0 0

96.1

52 0

72,860 78,900

100.0 100.0

6

0 0 0

0 0

00
0

02,0916,8774,07670

0

新地方公会計制度推進事業

％

6,877 2,091
2,557 2,091

人に係るコスト計（Ｆ）

5

0

0 0
00

6,400
70

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

95.8

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 1,270

0

9,6006,600

000

0

6

千円

千円

千円

0

0
155
0
0

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0 0

千円

時間 0

10,200

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

11

款
国立市地方公会計制度改革推進本部設置要綱法令根拠

政策経営課

山本　俊彰

所属課政策経営部

事業コード

7

25

0 0

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

千円 0 0

％

千円

千円

回

（決算）
平成25年度
（決算）

6 5

項目

①
回

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

6人

人

千円

時間

人

0
0

0
0

6,579

0

155

100%
-6,579

0

0

0
0

0
0
0

74
6,350
0

3,0000

74

0
0

4,076
4,076

0 0 0 0

0 0
00

000
010,2009,6006,6006,350 6,400

0

-5,801
0

0
0
0

0

0
0

平成29年度

5 3
1,280 1,320 1,920

3,000

5,801

79,967

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

93.8

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-7

0

0

0

0

3.5

2.5

0

平成28年度 平成29年度 目標年度

検討委員会・部会開催回数

新地方公会計に関する研修参加回数

国立市の資産合計

固定資産の金額

財務書類に正しく計上・更新できた資産の割合

台帳に正しく計上・更新できた固定資産の割合

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率 57.8

3
2,040

％

0

0
0
0
0
0

市民に分かりやすく、より透明性の高い会計となるとともに、さまざまな活用が図られ
る。

4

-1,519
2,801

0

600

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

総務省が平成18年5 月に「新地方公会計制度研究会報告書」、平成19年10 月に「新地方公会計制度実務研究会報告書」

を公表し、地方公会計の準拠すべき指針である、総務省方式改訂モデル、基準モデルが示された。多くの地方自治体がこ

れらのモデルによる財務諸表を作成し、新地方公会計の整備を進める一方で、東京都のように独自のモデルを導入して財

務諸表を作成する自治体もあった。

平成25年8 月、総務省「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」は、中間とりまとめを公表し、地方公会計について統

一的な基準を定め、複式簿記・発生主義の導入を図るべきという方向性を示したことから、国立市における方向性を検討す

ることとし、「地方公会計制度改革推進本部」等を立ち上げた。

財政係

0
0

0

国立市一般会計・特別会計

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

財務諸表の公表などが義務付けられているため。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

現在、国立市の財務諸類は、「総務省方式改訂モデル」により策定しているが、平成25年8月には総務省「今後の新
地方公会計の推進に関する研究会」から中間とりまとめが提出され、また、同月に市長に提出された財政改革審議
会最終答申においても複式簿記の導入についての提言を頂いている。これらを受け、国立市においても公会計制
度改革に積極的に取り組んでいくこととし、「地方公会計制度改革推進本部」「地方公会計制度改革検討委員会」
「地方公会計制度改革検討部会」を立ち上げた。平成26年7月に地方公会計制度改革推進本部から「国立市地方
公会計制度改革推進に関する検討報告書」が提出され、当面は、期末一括仕訳による「統一モデル」を採用する方
針とし、その導入に向けた準備を進めることとした。平成27年1月23日には、総務大臣より、「統一的な基準による地
方公会計の整備促進について」が発出され、統一的な基準に基づく財務諸表の作成を平成29年度まで行うこととさ
れている。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
2  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31
会計

一般 0 2 0 2 0 1 0 1 0 7 9 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ） ✔  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 ✔ 適切 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

(事務事業及び内容)
・軽自動車税課税事務・たばこ税課税事務・税の啓発活動・地方税電子申告システム(エルタックス)による各種申告
書収受・税行政に携わる職員の知識向上のための事業・市税の円滑な賦課を推進するための各種事業
(事業費の内訳)
・軽自動車税の賦課決定及び納税通知書送付・市外転出者等へのナンバー変更手続きの案内・原動機付自転車
の標識交付及び登録、廃車手続き事務・たばこ税申告書の受理及び課税決定・市税の調定・エルタックスによる公
的年金支払報告書、法人市民税申告書、給与支払報告書、償却資産申告書、所得税確定申告書の収受・中学生
から「税についての作文」を募り、審査会において優秀作品3点を選定し、表彰状及び記念品を授与・職員による小
学生への税についての授業の実施・税制改正、職員の知識向上に対応するための書籍購入、講習会への参加

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

108200

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

市民税係諸税担当

84
0

-57

・軽自動車等の納税義務者・製造たばこ卸売業者・たばこ小売業者・申告代理税理士、法人市民
税申告義務法人、給与支払報告書提出義務者、償却資産申告義務者

・適正な課税ができる・エルタックスによる申告業務の合理化ができる・次代を担う小
学生、中学生に税への関心と理解を深めてもらうことができる。

1

22
-1,574

0

0

0

0
0
0
0
0

経常収支比率

自主財源比率

1
1,600

1766

平成28年度 平成29年度 目標年度

小学生の税についての授業実施クラス数

エルタックスによる申告受付件数

軽自動車税納税義務者数

市民税、固定資産税納税義務者数

軽自動車税納税通知書不達件数

市税賦課件数に対する電子申告割合

118

-60

0

0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-2

31

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

45
30

0

6222

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

62600

平成29年度

1 2
1,400 1,400 1,400

0

-1,502

1,502
0

0
0
84

0

0
0

11
08,0007,0007,0007,000 7,000

200 300 300

1 1
600400

450

9,777

486
16

8,541
486

0
1

437

9,761
7,656
656

1,473

100%
-18,906

0

人

千円

時間

人

18,906

1,789

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

2人

項目

①
件

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

クラス

（決算）
平成25年度
（決算）

2 2

千円

千円

千円

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

5328

款
地方税法、国立市市税賦課徴収条例法令根拠

課税課

佐伯真

所属課政策経営部

事業コード

3

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

1 1

千円

時間 458

8,687

千円

千円

千円

16

1,473

1 1

8,2878,242

00600

1

7358

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 1,600

84

400 428
642600

8,000
6,995

諸税課税事務等

6,967 9,307
508 0

人に係るコスト計（Ｆ）

6603

1,637

09,5076,9948,6257,011

9124 9000

27 200

687687
458

6220 6265 6296 6200

11.8

5

61579 62199 62610 62728

4 4 66 6

8.7 10.6 11.8 11.8

1,354 1,465

0

1,5491,4651,354

-1,631

01,637

1,549

0

人

人

件

%

（決算）（Ａ）

019,831

✔

18,33216,365 16,830

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-19,831-16,830-18,332

その他

100%
-16,365

0千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

必要最小限の予算で行っているので削減余地なし。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

軽自動車税は、車種により登録先が異なるため納税義務者の把握に努める必要がある。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

個人情報であるため委託不可、人員、業務時間についても、適正課税のためには現状が必要最低限である。

地方税法等に基づき、自主財源としての歳入確保を目的とするため妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

軽自動車税、たばこ税は地方税法に基づき適正に課税している。特に、たばこ税は卸売業者の申告納税制
であるため、経費はほとんどかからず、収納率も100%である。納税奨励事業として、平成25年度から課税課、
収納課、健康増進課の職員が小学校に出向き、税に関する授業を行っている。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

地方税法に基づき、公平・公正に行われている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

市の歳入の根幹にかかわる事業であり、地方税法にも定められている。

原動機付自転車は税率が低く、徴税コスト上問題があったが、平成28年度から税率が変更となったので、ある程度問題は解決した。

×
維
持

低
下 ×

全国的な問題であり、国立市独自で解決することは不可能である。毎年、東京都市税務事務協議会から国へ要望している。

軽自動車税は、登録と税の申告先が異なるため、市民に分かりにくく、課税上も問題が生じる場合がある。 向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

・軽自動車税納税通知書の送付・たばこ税申告書の受理及び課税決定、調定・エルタックスによる賦課効率化・「税についての作文」市長表彰式の挙行・小学生への税についての授業
の実施

○

(4) 改革・改善による期待成果

全般的には問題がなかったと判断するが、税額区分が以前より細かく分
かれたため、誤課税に注意が必要である。

平成28年度と同様の事業を行う。平成28年度は、軽自動車税納税通知書の不達者が6人いたので、29年度は、ゼロに近づける。軽自動車税の適正課税を行うため、関係機関への調査
により、納税義務者の実態把握に努める。たばこ税について、28年度から4年間、旧3級品の手持品課税が行われるので、立川税務署、立川都税事務所と協力し、適正な課税に努める。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト

事業実施のための安定的な自主財源を確保し、自立した財政運営をしています。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

地方税法に基づくため、廃止・休止はできない。自主財源としての市税の歳入は、公益の増進に役立ってい
る。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ） ✔  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 ✔ 適切 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる。（市内に居住、または事業所等を有する個人並びに事務所等を有する法人が地方税法及び条例等に則し適正に住民税等を
納付することができるため、自主財源を確保し健全な財政運営を行うことができる。）

法の制約があり、且つ業務の性格上、統廃合は不可能である。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

地方税法に基づき課税決定するもので、廃止・休止等をすることはできない。また、自主財源の確保に大き
な影響を及ぼすこととなるとともに、税の公平の見地からも廃止・休止は不可能である。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

・給与支払報告書及び申告書等の受付  　・eltaxによる申告書等の受付  ・特別徴収税額通知書、普通徴収納税通知書の発送    ・税制改正等の周知（市報、リーフレット、市HP）  ・未
申告者の申告勧奨 ・法人市民税の申告書発送及び受付、課税及び調査　　・確定申告書のデータ連携（国税連携）事務  ・課税状況調査　・特別徴収推進のための指定予告通知送
付

(4) 改革・改善による期待成果
事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

住民登録がないため課税していない給与支払報告書等を住民登録地を確認して課税する調査や扶養調査を、マイナンバーを活用して効率的に行うよう事務を見直す。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

・地方税法等に基づく事務であり適正に課税を行っているが、データ入力時のエラー等は毎年の地方税法の改
正による税制の複雑化により防ぐことが難しい。
・平成２３年１月から始まった確定申告書データ連携（国税連携）については、ｅ－ＴＡＸによる確定申告の提出が
増加しないかぎりメリットがないためｅ－ＴＡＸの利用促進を図る必要がある。
・eL-TAXの普及、啓発。法人宛ての書類にチラシなどの案内を実施し、固定資産税と合わせて普及、啓発を図
る。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

×
維
持

低
下 ×

確定申告書データ連携（国税連携）が行われたが、すべての課税資料が連携されていないため税務署への資料閲覧等を避けることはできない。資
料閲覧は税務署及び管轄自治体の６市で協議し協力して行っているが、毎年の税制改正等により閲覧作業が増加傾向にある。税務署内部の問題
でもあるため、立川税務署管内の地区税務事務協議会を通して要請・協議を重ねていく必要がある。

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

地方税法や条例等による課税について、再度にわたる検算・確認体制により誤謬修正をなくし、公正・適正に
行っている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

申告受付け開始の２月から当初課税決定をする６月までの期間は、多数の臨時職員を採用すると共に職員の
超過勤務体制で課税事務を行なっている。地方税法に基づくものであり制約があり、国税連携開始による確
定申告書のデータ化等によりIT化が推進されるにしても、毎年の地方税法の改正による税制の複雑化や税制
に精通した職員の確保ができない現行の体制及び通知件数が増えていることからも現状では削減の余地は
ない。

住民税の課税は地方税法等に基づくものであり、税の守秘義務、個人情報保護の見地からも市が行うことが
妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

地方税法及び条例等に則した適正課税を行い課税誤りがないことが成果となる。膨大な量の課税資料の
データ入力エラー、パンチエラー等は毎年若干数は発生してしまう。これらのエラーは検算・確認を行うこと
で、納税通知書発布までには修正している。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

地方税法に基づくものであり制約があること、またOA機器やスキャナを活用して事務の合理化を図っており、
またIT化が推進されるにしても現行の体制との両立であること、通知件数が増えていることから現状では削減
の余地はない。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

維持 増加

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金
収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

100%
-115,703

0千円

千円

千円

100% 100% 100% #DIV/0!
0-116,696-117,518-108,203
0000

117,518108,203115,703

（決算）（Ａ）

0116,696

0
0

000

-1,044

00

0 0 0 0

2,666 2,563 2,601 2,644

0 0 69 0

74,385 74,558 74,971 75,452

0

0

2,478 2,235

3,3663,123
2,082

015,36016,42517,46924,145

住民税課税事務

16,425 15,360
497 1,146

人に係るコスト計（Ｆ）

2,460

1,492 779
1,1692,238

91,558
24,145

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 17,705

38,060 38,467

101,09390,734

000

0

2,438

千円

千円

千円

千円

千円

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

2 2

千円

時間 2,244

101,336

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

2,416

款
地方税法、国立市市税賦課徴収条例、東京都都税条例法令根拠

課税課

佐伯　眞

所属課政策経営部

事業コード

37,443

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象

の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

千円

千円

％

千円

千円

（決算）
平成25年度

（決算）

36,874 37,156

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

8人

人

千円

時間

人

118,822

8,957

0

100%
-118,822

0

0
2

2,472

26,589
92,233
3,708

10,3600

26,589

5,874
17,469

757

1 1
00

000
097,97097,97089,56588,525 89,320

0

-9,316
0

0
0
0

0

0
0

平成29年度

8 9
17,864 17,913 19,594

8,405

9,316

74,566

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

2,406

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

1,955
1,303

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

617

413

43

-69

0

0

0

40

平成28年度 平成29年度 目標年度

個人住民税賦課件数

法人市民税課税件数

1月1日現在住民登録者数

法人市民税納税義務者数

個人住民税誤謬件数

法人市民税誤謬件数

8
19,594

0

0
0
0
0
0

地方税法及び条例等に則し、対象となる個人及び法人が住民税等を適正に納付す
ることができる。

9

-260
-1,044

0

1,681

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

市民税係

0
0

0

1月1日現在、市内に居住、または事業所等を有する個人並びに事務所等を有する法人

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

（事務事業の内容）
・１月１日現在、市内に住所及び事業所等を有する個人に市・都民税を課税する。
・市内に事務所又は寮等を有する法人に法人市民税を課税する。
（業務の内容）
・収受した給与支払報告書及び申告書等の課税資料の調査及び入力
・入力データのエラー修正及び賦課計算　・徴収方法の決定及び納税通知書の作成並びに発送
・未申告者等の調査及び申告指導　・確定申告やeLTAXに伴う事務　・市税収入の調定  ・税制改正等の周知
･法人市民税に係る申告書発送及び受付並びに課税、調査事務
（予算の内訳）
賃金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
1  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31
会計

一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 1 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

✔  削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 ✔ 適切 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

償却資産は、法人市民税との連携を行っているが、システムによる連携(参照権限等)が課題である。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

地方税法に定められた法定事務であるので、廃止はできない。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

土地は、平成27年度評価替え以降、平成28年７月１日現在の下落地点の調査を行った。また平成30年度評価替えに向け、一部状況類似地域の見直しについて調査検討を行った。家
屋は、平成28年中の新築・増築家屋の評価および滅失の確認を実施。償却資産は、申告に基づく価格の決定及び未申告者等の実態調査把握を実施。　全体では公図データの電子
化を実施。すでに導入されている台帳の電子システムとシームレスな連携を構築した。

(4) 改革・改善による期待成果

地方税法に基づく事務であり適正・公平に課税を行っている。引き続き
現地調査を慎重に実施し、また入力後の2重チェック等重点的に行って
いきたい。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

土地：平成28年度におこなった基準日現在（Ｈ29/１/１）の標準地の鑑定評価をもとに、平成30年度評価替えにむけての作業を実施予定。  家屋：引き続き既存分家屋および新築・増
築・滅失の作業および平成30年度評価替えにむけての評価計算を実施予定。償却資産：申告に基づく価格決定、未申告者・法人調査等の実態調査把握を実施予定。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

×
維
持

低
下 ×

電子化はほぼ完了しているため、今後は運用手順・マニュアルを整備し異動があっても問題なく業務を進行していける体制の構築が課題である。

○

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

土地・家屋の所有者すべてに課税をしているため、公平・公正といえる。
償却資産は申告制のため、公平申告をさらに進めていく。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

償却資産の申告対象者の把握拡大に向け、専門嘱託員を増員、これにより大きな効果があがっている。
また土地・家屋についても、適正課税を進めていく上では削減の余地はないが、平成27年度および平成28年
度中に土地・家屋台帳の登記所通知の電子化および公図の電子化が完了した。今後はより効率的に事務を
進めることができるため時間外勤務の削減が期待できる。

地方税法に定められた法定事務である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

土地・家屋現況図の整備を行い、課税客体の適正把握、適正課税に努めている。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

償却資産は、法人市民税との連携を行っているが、システムによる連携が課題である。また近年では増加傾
向にあるeltaxによる申告との連携も課題としてある。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

維持 増加

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

91%
-132,774
13,927千円

千円

千円

78% 100% 99% #DIV/0!
0-123,929-141,054-95,112
079360927,508

141,663

✔

122,620146,701

（決算）（Ａ）

0124,722

0

筆・件

人

件

件

90

0

909090

19,043

090

25 35 35 89

90 90

32097 31436 32468 32520

175 192 323 799

41872 42073 42520 42800

40

700

2660 2700

4,5004,500
3,000

025,13242,07323,03051,961

90

固定資産税・都市計画税課税事務

42,073 25,132
33,892 16,001

人に係るコスト計（Ｆ）

2576

4,100 3,000
4,5006,150

94,650
51,961

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 17,100

2,800

6730 7000

99,50099,500

000

0

2599

千円

千円

千円

90
4

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

2 2

千円

時間 3,000

99,500

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

2548

款
法令根拠

課税

佐伯　真

所属課政策経営

事業コード

3264

609 793

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

千円 13,927 27,508

％

千円

千円

筆・件

（決算）
平成25年度
（決算）

2013 2271

項目

①
件

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

9人

人

千円

時間

人

122,135

18,829

94

100%
-121,934

201

201

5,600
2

3,000

26,441
95,600
4,500

00

26,441

43,256
23,030
14,943

1,500 0 0 0

3 2
03,000

012
095,00095,00095,00085,500 85,500

0

-45,942
-26,899

0
0
0

0

0
0

平成29年度

10 10
17,100 19,000 19,000

0

19,043

42073

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

32600

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

3466

447

52

476

54

0

0

61

平成28年度 平成29年度 目標年度

異動のあった不動産の件数

償却資産申告件数

市内所在土地筆数・家屋件数

所有者数(土地・家屋)

価格修正件数(現年度)

税額の更正件数(現年度)

9
19,000

-26,899

0
0
0
0
0

1.適正に評価される
2.適正に課税される

10

18,949
19,043

0

0

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

法に基づく。

固定資産税

0
0

0

1.市内所在土地・家屋
2.市内所在土地・家屋・償却資産の所有者

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

賦課期日(1月1日）現在の土地・家屋・償却資産の価格に応じて課税を行なう。
(土地・家屋)
1. 1月1日現在、土地の利用状況・新築・既存家屋、所有者の把握。（登記事項の異動の捕捉、新築・滅失家屋確
認、農地パトロール、賦課期日における現地調査）
2.把握した土地・家屋の価格決定（評価計算）
3.その価格に基づく税額決定（課税処理）
4.評価替え事務。土地・・・鑑定評価に基づく評価替え。家屋・・・既存家屋についての建築物価の変動割合、経年
減点補正率を考慮した評価替え
（償却資産）
市内の事業者やリース事業で資産を提供している事業者からの申告に基づき価格を決定し、税額決定

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
1  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 3 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
✔  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

 事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

✔  削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
✔ 事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

【事業内容】
①市税（都民税を含む。）及び国民健康保険税の徴収、督励及び督促に関すること。②市税（都民税を含む。）及び国民健康保険
税の徴収猶予及び納期延長に関すること。③徴収金の嘱託及び受託に関すること。④督促状の発行に関すること。⑤督促状の公
示送達に関すること。⑥口座振替に関すること。⑦納税消込みに関すること。⑧過誤納金の整理に関すること。⑨市税（都民税を含
む。）及び国民健康保険税の徴収報告に関すること。⑩納付書及び徴収簿等の管理に関すること。⑪課内の庶務及び調整に関す
ること。
【業務内容】
市税等の収納・消込、還付金・還付加算金処理、文書督促・催告、訪問催告、電話催告、納税交渉、インターネット公売など
【予算内訳】
過誤納還付金・還付加算金・延滞金、需用費（消耗品、印刷製本費）、役務費(郵便料、手数料）、賃借料、委託料、備品購入費

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

　戦前は、地方団体の有する独立財源は弾力性に乏しい零細な税目ばかりで、国税附加税（地租附加税）を主体
としていた。　昭和22年、新憲法に基づく地方自治法が制定されて、地方税法は、大改正が行われた。この改正
で、国税附加税が廃止され、さらに地租等多数の税目が国税から地方に移譲され、国税、地方税の体系に分離
した。昭和24年、『日本税制報告書』（シャウプ勧告）が発表され、この勧告に基づいて、昭和25年、地方税法の
体系について画期的な改正が行われ、従来の附加税は全廃。　その後、昭和29年、経済情勢の推移に応じて、
地方団体の自治体制の強化のための独立財源の充実、地方団体間の税源配分の合理化等を図ること等から地
方税制の改革が行われ、現行の租税体系の大枠が確立された。

管理係

0
0

0

納税義務者、国立市など 「納税意識が向上し、納期内に納付する。」「市税及び国民健康保険税の予算額・調定額・収納
額・収入歩合等の状況について的確に把握し、安定的な自主財源確保の指針とすることができ
る。」「前年以前との比較により、適正な課税の目標となっている。」

4.5

829
1,312

0

1,250

7,475

0
0
0
0
0

市税徴収率

4
12,500

571,318

平成28年度 平成29年度 目標年度

市税+国保税の調定額（現年課税分）

市税+国保税の収入額（現年課税分）

納税通知件数(市税等４税。2月末現在)

督促状発送件数

市税+国保税の収入歩合（現年課税分）

38

0.02

0.00

0.1599.48

0.00

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

572,409

-334

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

1,283
855

0

57,385

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

99.43

平成29年度

4 5
10,000 10,000 11,250

6,250

8,845

-1,370
7,475

0
0
0

0

-8,123
0

062,50056,25050,00050,000 50,000

5 5
00

7,5330

16,059

2,485
99

14,808
2,629

0
6

9,000

15,917
63,500
13,500

68,213

17%
-25,525
122,247

122,247

人

千円

時間

人

147,772

4,137

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

4人

項目

①
千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）
平成25年度

（決算）

15,784,036 16,059,177

千円

千円

千円 117,405 129,516

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象

の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

136,991 116,986

千円

15,631,655

款 日本国憲法第30条、第84条等
地方税法、国税徴収法、市税等賦課徴収条例等

法令根拠

収納課

矢吹 正二

所属課政策経営部

事業コード

16,017,191

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

5.5 6

千円

時間 8,784

75,676

千円

千円

千円

142

68,213

16,589,600 16,311,037

68,14160,608

000

15,908,674

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

98.93

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 10,000

31

7,326 7,072
10,60810,989

60,989
14,527

市税等収納事務

％

16,120 34,602
3,458 17,495

人に係るコスト計（Ｆ）

15,936,349

034,83016,15114,83914,626

16,479,992 16,213,171

31 228

13,17611,891
7,927

57,333 54,109 53,775

99.40

43,023 41,600 38,230 38,268

99.03 99.24 99.32 99.34

98.80

0

55,70163,82469,808

1,312

070,000
69,808

99.28

0

55,701 70,000

人

件

％

件

63,824

（決算）（Ａ）

0180,506

✔

139,271145,423 139,993

0116,986136,991129,516

7% 2% 35% #DIV/0!
0-63,520-3,002-9,755

その他

19%
-28,018
117,405千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金
収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

○「自主納付」「納期内納税」がもっと浸透していくことで、督促・催告等徴収に係る経費が軽減される。
○市全般の公金収納がもっとシステム化・オートメーション化されれば、収納・還付に関する人的経費も大幅
に軽減されうる。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？
○税の徴収に関する知識のみならず、賦課の知識も相当程度必須であり、その研鑽に労する。特に還付については賦課知識が必須となる。
○料金収納を扱う業務形態として民間企業と比較するに、まだまだ前近代的な事務処理となっている。思い切ったシステム化・オートメーション化を進
め、「もっと正確に」「もっとスピーディーに」事務処理を行うことができる体制・環境を構築していかなければならない。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

収納・還付業務は規則的な業務のため、システム化・オートメーション化が進めば進むほど人件費は抑制され
るとともに、人為的なミスが軽減される。

業務は地方税法に規定されたものであり、市の財源は自らが主体的に確保しなければならない。また、税に
関する情報は厳格に管理・処理しなければならないものであり、罰則によってその実効性が担保されている行
政機関による関与が妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

○市税等の収納・還付事務に関して、「もっと正確に」「もっとスピーディーに」事務を行い、税行政への信頼を
高める。
○収納チャンネルに関して、口座振替制度(特別徴収分等を含む)、コンビニ・モバイルレジ収納のみならず、
クレジットカード収納など納税者の利便性の向上に努め、納め忘れをなくす。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

税は反対給付なしに課せられる公法上の債権であり、公平・公正に業務がなされている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

（市税賦課のある限り、本事業は継続される）

○システム化・オートメーション化へ投資
○滞納繰越分圧縮に伴う課内業務の適切な仕分け
○適切な人材登用

×
維
持

低
下 ×

○システム化・オートメーション化へ思い切った投資
○滞納繰越分圧縮に伴う課内業務分担の再編・課税部門を含めた税務部門全体の分担再編
○適切な人材登用

○
　税のみならず市債権全般における大量かつ定例的な収納・還付事務は、一括システム化して業務遂行することにより、納税者・納
付者が市に対して負担すべきものが明確となり、納付に関する手間が軽減され、収納・徴収に関する経費が軽減する。また、オート
メーション化が進めば、収納管理・還付に関する経費も大幅に軽減され、スピーディーかつ正確な事務処理が可能となる。そのため
には、一刻も早く基幹系税関連システム及び新徴収支援システムが安定稼働されている必要があり、それなしに付随するサービスの
新たな展開はできない。
　関係法令を遵守して適正かつ公平に収納管理・徴収事務を行うためには、職員の資質面の向上が重要である。そのためには、職員
研修等の積極的な参加が必要であり、それに参加できるだけの時間の余裕が必要である。また、機微な個人情報を取り扱うこと、ま
た納税交渉が(現状の雇用条件における)嘱託員では対応困難であること等を考慮すると、嘱託員による代替には大きな限界がある。
　市税収納率が向上した現在、収納課創設時の目標は達成していると考えられ、次の段階に向けた課内業務再編、そして課税部門を
含めた税務部門全体の分担再編が求められる。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

”市税収納率全国都市１位の達成(平成27年度確定)”　「現年度課税分の文書・電話催告、納税交渉」「税の収納消込」「市税等の口座振替事務」「徴収実績報告」「還付充当の決定・通
知・支払」「現年のみ滞納者への積極的な実態調査及び滞納処分（財産の差押・取立・換価）」「毎月最終日曜日の納税窓口開設」「租税教室の実施」「口座振替全期前納化」など

(4) 改革・改善による期待成果

①市税等収納率は、７年連続多摩２６市中１位、平成２７年度は平成２５年度に続き全国
都市第１位に返り咲いた。収納率の向上は財源確保の面で非常に有効なものである
が、督促・催告、滞納処分等なく収納率が高いことが最も望ましい状態であることを鑑み
れば、「自主納付」「納期内納税」のさらなる推進を図らなければならない。
②滞納繰越分が大幅に圧縮したことに伴い、現年度課税分徴収業務及び還付事務等
収納管理業務を取り扱う管理係の負担は右肩上がりとなっている。
③基幹系システムの更改、徴収支援システムの更改が続いており、それらの安定稼働
がなされるまで、システムと連携した新サービス(クレジットカード収納、口座振替伝送化
など)導入ができない状況にある。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

○徴収支援システムの更改
○「自主納付」「納期内納税」を推進、現年度内での収納向上。○収納チャンネル拡大への検討
○迅速かつ的確な収納・還付事務

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

事業実施のための安定的な自主財源を確保し、自律した財政運営をしています

税のみならず市債権全般についての定例的な収納・還付事務は、一括システム化して業務遂行することによ
り、納税者・納付者が市に対して負担すべきものが明確となり、納付に関する手間が軽減され、徴収に関する
経費が軽減すると考える。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

健全な財政運営が困難となる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
2  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
5
№
31

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 4 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
✔  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

 事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

✔  削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

（事務事業の内容）
○市税等（市民税（普徴、特徴分）、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税）の滞納繰越分や現
年度課税分の滞納税に対し、次のような対応を行う。
納税相談、催告（文書、電話、訪問）、財産調査、捜索　、差押、交付要求、換価（公売、債権等の取立）・配当、滞納
処分の停止、不納欠損

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

地方税法による。

滞納整理係

0
0

0

・滞納者 ・滞納者が滞納税を完納する（納期内納税者になる）ことができる。

7

0
-445

0

-2,000

0

0
0
0
0
0

市税収納率

国保税収納率 93.6

8
13,000

％

-10754

平成28年度 平成29年度 目標年度

市税の収納額（滞納繰越分）

国保税の収納額（滞納繰越分）

滞納者数

市税の滞納比率（決算期の未収入額/調定額）

国保税の滞納比率（決算期の未収入額/調定額）

0

-0.17

-1.32

0.1

1.2

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-5294

-298

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

3,402

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

99.4

平成29年度

8 7
15,000 15,000 13,000

-10,000

-10,445

10,445
0

0
0
0

0

0
0

065,00065,00075,00085,000 75,000

2 2
00

-10,0000

3,510

3,457

0
2

3,000

3,510
89,500
4,500

0

100%
-93,010

0

人

千円

時間

人

93,010

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

9人

項目

①
千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）
平成25年度

（決算）

111,810 83,109

千円

千円

千円

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

107,183

款
地方税法、国税徴収法法令根拠

収納課

矢吹 正二

所属課政策経営部

事業コード

65,760

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

2 2

千円

時間 3,000

69,500

千円

千円

千円

60,466

69,50079,500

000

68,602

上位成果指標
（結果の達成度を表す
指標）

（決算）（決算）

98.9

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 17,000

3,000 3,000
4,5004,500

79,500
3,234

滞納整理事務

％

3,012 3,747
人に係るコスト計（Ｆ）

77,352

03,7473,0123,4573,234

57,848

4,5004,500
3,000

2,610 2,346 2,048 1,899

1.0 0.8 0.7 0.5

9.5 8.2 7.2

98.8

5.9

0

000

-445

00

99.3

0

人

％

％

89.2

（決算）（Ａ）

073,247

✔

90.9 92.4

82,95782,734 72,512

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-73,247-72,512-82,957

その他

100%
-82,734

0千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金
収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

市民の方が納期内納税をしていくことで、滞納に係る文書催告、財産調査、滞納処分等の数が減り、印刷製本
費、通信運搬費等を削減することができる。また、これにより人件費も削減できる。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

この間の指標の推移を見る限り着実に成果は出ており今のところ大きな課題はないが、限られた人員でさらに成果を出すためには毎年度業務の進
め方を見直していくことが大事である。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

滞納繰越件数はかなり圧縮されてきており、徐々に人件費の削減を考えていく段階に来ている。ただし、新規
滞納事案は毎年一定数発生するため、市税収入の安定した確保のためには引き続き業務に精通した職員の
配置が必須であり、人件費を削減した結果、再度滞納件数が増えてしまうことがないようにしなければならな
い。また、納税相談や差押、捜索等の事務は徴税吏員証の発行されている正規職員が行う必要がある。なお、
当該事業は租税徴収業務であり、外部委託にはなじまない。

業務は地方税法に規定されたものであり、滞納処分については国税徴収法の例によるものと規定されている。
市税は、歳入予算の根幹をなすものであり、徴収強化は「自主財源の確保」に結びつくものである。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

引き続き現年度課税分の滞納に対する対応強化や財産調査・捜索等により担税力の見極めを重点的に行
い、滞納処分の停止の判断をさらに綿密に行うこと、また、延滞金の徴収を強化すること等により、さらに納期
内納税を促し、滞納繰越分になるものを減らすことができる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

税は反対給付なしに課せられる公法上の債権であるため、その徴収を行うことは公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

現在の滞納比率からすると事業の目的は概ね達成されているが、新規滞納事案は毎年出てくるものなので、継続した取組みが必要である。

真にやむを得ない理由以外の滞納事案に関しては、その件数が減少していくことで事業にかける経費も減らすことができる。したがって、いかに納期
内納税者になっていただけるかが課題である。ただし、この課題は一人一人との対応の中で解決していくものであり一息に解決できるものではないが、
この間の指標の推移を見る限り、着実に成果は出ている。

×
維
持

低
下 ×

①現年度課税分の滞納に対して早期に催告や納税相談を行い、必要に応じて財産調査・滞納処分を行う。延滞
金の徴収を強化する。これらにより納期内納税との不公平をなくし、納期内納税を促進する。
②生活困窮者や累積滞納事案の納税相談、財産調査、捜索等を重点的に行い、担税力の見極め（執行停止）を
綿密に行う。
以上２点により、適切な滞納整理業務を行い、有効性改善を図る。有効性改善がされれば、結果として効率性改
善もされることになる。

向
上 ○

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

・現年度課税分の滞納税の対応強化（早期の催告、納税相談、実態調査、滞納処分の実施）、滞納繰越分の圧縮（綿密な実態調査、捜索、差押、滞納処分の停止）、延滞金のみ滞納者
への対応強化（催告、納税相談、実態調査、滞納処分の実施）

(4) 改革・改善による期待成果

平成28年度も自主納付や滞納処分により滞納繰越分が大きく圧縮され
た。また、徹底した財産調査や捜索等により困難事案への対応や担税力
の見極めも一定成果があった。平成29年度も引き続き滞納繰越分の圧
縮に努めるとともに、延滞金の徴収や現年度分の滞納税の徴収につい
て、さらに工夫して収納努力を行い、いっそう適正な収納業務を行ってい
きたい。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

・現年度課税分の滞納税の対応強化（専任の担当を1名配置予定）、滞納繰越分の圧縮、延滞金のみ滞納者への対応

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

・この事業によって市税等の収納率を向上させることができるため、将来にわたって持続可能な財政運営に必要となる市税等自主財源の確保をすることができる。

強制徴収債権（地方税、公課）と非強制徴収債権（公法上の債権、私債権）を収納部門として一体的に対応す
ることは可能であるが、法令やそれぞれ使用しているシステムが違うため、すぐに実行できる段階にはない。た
だし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の滞納繰越分は平成28年度から収納課に徴収一元化している。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

自主財源の確保が困難になる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
3  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31

会計
一般 2 0 2 0 2 0 1 0 8 3 5 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

✔  影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

 他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
✔  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

 事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

✔  削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

事業実施のための安定的な自主財源を確保し、自律した財政運営につなげます。

Cについては、相談件数が減少していることに加え、福祉部門でも同様の事業を行っていることから統廃合が
可能である思われる。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

Cについては、相談件数が減少していることに加え、福祉部門でも同様の事業を行っていることから廃止によ
る影響は少ないと推察される。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

Aについては、収納課が有する滞納整理ノウハウを活用し、介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収補助及び徴収引受事案の滞納処分を実施した。
Bについては、各債権所管課へのヒアリングを行い、年間徴収計画を策定した。また相談に応じ、必要な指導・助言を行った。
Cについては、市民からの多重債務相談はなかった。なお、研修については、多重債務相談事業をふくふく窓口でも実施していることから、今年度は実施していない。

(4) 改革・改善による期待成果

所管課から処理の相談を受けた債権については、ほぼ適切な措置を採
ることができている。組織改正により市債権係は滞納整理係に統合され
る予定であるが、統合後も引き続き必要な指導助言を行うとともに、各
所管課における適切な管理回収の実現を目指す必要がある。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

Aについては、介護保険料・後期高齢者医療保険料(以下「保険料等」)の過年度対象者の一斉徴収引受を行う。また、その他の債権及び保険料等の現年分については、各所管課における徴収事
務の補助を継続する。Bについては、非強制徴収公債権・私債権の徴収補助を継続し、法的措置を含め適切な対応を支援する。また、必要に応じて職員向けに債権管理研修を行う。Cについて
は、市民からの多重債務相談に対応する(必要に応じ、生活困窮者自立支援事業における家計相談も案内する)。職員向けに多重債務相談方法等をアドバイスする。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

Cについては、福祉部門でも同様の事業を行っていることから、統廃合を検討する。 向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

滞納債権がある限り管理は必要であり、事業も必要と考えられる。ただし、各所管課における管理が十分に行われるようになれば、Bの事業を独立
の係で行う必要はなくなると考えられる。また、Aについても他係(滞納整理係)において一元的に徴収できれば、独立の係は不要となる。さらにCに
ついては、福祉部門等に統合することも考えられる。

本事業自体としては、公平性が確保されているが、効率性に関しては内容を随時見直していく必要がある。

×
維
持

低
下 ×

課題として、各債権所管課との連携を図ることが困難であること、法令解釈が一義的でなく見解が分かれている事項があることがあげられる。前者に
ついては、部署横断的な組織による取り組みにより一層の連携を図ることができる。後者については、他自治体の動向及び法律家等の専門家の意
見を踏まえ、各事項ごとに適切な判断を行っていく必要がある。

○

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

本事業は特定の市民へ利益をもたらすものではなく、また特段の負担を課すものでもないため、公平・公正で
ある。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

本事務事業の大部分は、収納課滞納整理係が行っている事務事業と重複している。したがって、両係を統合
することにより同内容の事務を一括して処理することが可能になり、効率化が図れるものと考えられる。
また、できる限り所管課内で債権管理情報の共有化を図ることで、全体的な研修を減らし、研修による拘束時
間が削減できると考えられる。

A及びBについては、法令の規定に基づくものであることに加え、市民負担の公平性確保、行財政運営の効
率化、財政基盤の確保の観点から、市が自ら積極的に行う必要がある事業である。またCについては、直接市
民からの相談を受ける業務であるため、基礎的自治体である市が行うことが有効である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

A及びBについては、収納課が有する徴収ノウハウを活用することで、より効率的な管理回収が可能となる。C
については、窓口業務を担当する職員が多様な相談方法を身に付けることで、より多くの局面で市民からの
相談を受け入れることが可能となる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

本事務事業の大部分は、収納課滞納整理係が行っている事務事業と重複している。したがって、両係を統合
することにより同内容の事務を一括して処理することが可能になり、事業費の削減が図れるものと考えられる。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

平成24年度から取り組みを開始した比較的新しい事業であり、事業の有効性、効率性等をチェックしつつ内容を随時見直していく必要がある。複数
の課が行う業務にかかわる内容を対象とするため、他課との連携を強化する必要がある。

維持 増加

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金
収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

100%
-10,712

0千円

千円

千円

100% 100% 100% #DIV/0!
0-10,036-10,938-11,860
0000

10,938

✔

11,86010,712

（決算）（Ａ）

010,036

0

0

0

046104

4

00

16 9 1 0

104 46

74381 74303 74546 75054

76 45 45 0

38 38 38

0

0866
577

0367268141

0

市税等以外の市債権回収等業務

72 36
人に係るコスト計（Ｆ）

16

311 1,164
1,746467

10,467
141

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 2,000

0

10,86611,746

000

1

千円

千円

千円

54

千円

千円

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

1 0

千円

時間 0

10,000

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

22

款
地方自治法、同法施行令等法令根拠

収納課

矢吹 正二

所属課政策経営部

事業コード

3

24

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象

の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

千円

千円

％

千円

千円

（決算）
平成25年度

（決算）

4 2

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

2人

人

千円

時間

人

10,750

54

100%
-10,750

0

0
1

379

127
10,569

569
-8810

127

68

1 1
00

010,00010,00010,00010,000 10,000

923
0

0
0

-46

0

0
0

平成29年度

2 2
2,000 2,000 2,000

0

-923

38

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

-881
-587

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-3

0

508

-45

-1

0

0

-1

平成28年度 平成29年度 目標年度

債権所管課への研修回数

多重債務相談件数

市税等以外の債権種別数

人口(4月1日時点)

研修参加人数

引き直し計算

2
2,000

0

0
0
0
0
0

A.滞納を解消し、納期内に納付できる。適切かつ効率的な徴収事務を実現できる。
B,滞納を解消し、納期内に納付できる。適切かつ効率的な徴収事務を実現できる。
C.多重債務を解消し生活再建を図ることができる。

2

0
4

0

0

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

・A及びBについては、そもそもの平成20年の収納課創設の目的とし
て、市税徴収強化に加え、市債権管理の適正化があったため。
・Cについては、滞納者と納税交渉をする中で、法定金利以上の利
率での返済が滞納原因であるケースが判明したため。

市債権係

-46
0

0

A.強制徴収公債権の滞納者、所管課職員
B.各債権の滞納者、所管課職員
C.多重債務問題を抱える市民、窓口業務を担当する職員

事業類型を選択してください。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

A.税法による徴収を行う債権(強制徴収公債権)
所管課への徴収支援(納付相談、催告、調査及び滞納処分の補助)、所管課からの徴収引受事案の催告及び滞納
処分、徴収一元化を目指した検討会の実施(なお、下記Bの債権も含めての一元化もあわせて検討した)

B.税法による徴収を行わない債権(非強制徴収公債権・私債権)
各債権所管課へのヒアリング、各債権所管課の相談受付、徴収補助、全庁的な債権管理体制の構築

C.多重債務相談
市民からの多重債務相談の受付、職員への研修

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 2 1 7 0 1 0 4 4 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

・市で発注する工事・委託・物品購入・賃貸借契約等の契約締結を適正に行う事業。
・主な業務の内容は次のとおり。①職員との事前調整②競争入札参加登録事務③契約締結依頼により、内容確
認、調整、業者選定④入札または見積りによる業者決定(一般競争入札・指名競争入札・見積競争・特命随意契約)
⑤契約書作成⑥履行確認、検査、指名業者選定委員会の開催、指名停止措置の事務⑦職員への契約事務関連
の研修、指導、管理。
・インターネット上の電子調達サービスを利用した、電子入札の実施。
・契約・入札事務は、平成26年度実績では事業費が2,995千円、平成27年度では11,740千円となっている。平成28
年度では、事業費が8,777千円。これは、東京電子自治体共同運営協議会の提供する電子調達サービスによる電
子入札の実施あたり、協議会への分担金、電子調達サービスの委託料等が上乗せになっているためである。
・市の契約には、総務課で管轄する「契約・入札事務」と、各課で完結する主管課契約がある。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

地方自治法等の規定に基づき、公正な契約業務を行うために開始
した。

契約係

0
0

0

市が締結する一定金額以上の契約行為。
市への指名参加登録業者。

当市の契約業務における公平、公正で競争性、透明性が向上し、良好な履行が確
保される。
良好な契約履行をしてもらう

5

-3,039
-3,092

0

0

0

0
0
0
0
0

5
9,000

564

平成28年度 平成29年度 目標年度

契約締結件数

指名参加登録業者数

委託契約件数

委託以外契約件数

委託契約平均落札率

契約事故件数

-13

2

1

0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

-84

-71

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

258

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

平成29年度

5 5
9,000 9,000 9,000

0

-3,092

3,092
0

0
0
0

0

0
0

045,00045,00045,00045,000 45,000

0 0
00

00

1,917

1,085
11,740
9,718

0
0

1,917
45,000

0

0

100%
-46,917

0

人

千円

時間

人

46,917

411

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

5人

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）
平成25年度
（決算）

638 616

千円

千円

千円

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

千円

2282

款
地方自治法、入契法、契約事務規則等法令根拠

総務課

田代　和広

所属課行政管理部

事業コード

667

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0 1

千円

時間 1,500

47,250

千円

千円

千円

583

45,00045,000

000

7366

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 9,000

00
45,000
2,995

契約・入札事務

8,648 9,478
6,679 7,297

人に係るコスト計（Ｆ）

2282

09,4788,64811,7402,995

7930 8000

2,2500

259 274 203

380 357 393 380

86.9 88 89 91

0 0 0 1

0

000

-3,092

00

0

（決算）（Ａ）

056,728

✔

56,74047,995 53,648

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-56,728-53,648-56,740

その他

100%
-47,995

0千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

事業費は、人件費、契約管理システム費、消耗品等のみであり、必要最小限の経費である。
電子調達サービスを利用するための委託料及び分担金は東京電子自治体共同運営協議会により定められて
おり、削減の余地はない。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

契約の原則である公正性、経済性の確保、適正履行の確保のより一層の向上を図る。より、透明な競争の実施やダンピン受注の防止のため、電子
入札の活用や、契約・入札制度の改正を行う。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

近年、総合評価方式による一般競争入札や電子入札導入による競争入札参加資格申請など業務が増加傾
向にある。また、契約制度のさらなる改善に取り組んでいる最中であり、大きな人件費の削減は厳しい状況で
ある。しかしながら、平成２９年度より嘱託員の雇用、業務分担の精査を行い、業務の効率性を図っているとこ
ろである。

公平、公正で競争性のある契約制度により、税の適正使用、市の歳出抑制達成のためには、税の投入は必
要である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

ダンピング受注を防止し、良好な履行の確保を図るため、適正な競争入札を実施できるよう、社会環境を考慮
した契約制度改正に取り組む。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

本事業の直接の受益者はいないため、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

公平、公正で競争性のある契約・入札が実施されていること。

契約制度の改正、電子調達サービスの利用におけるセキュリティのさらなる向上。

×
維
持

低
下 ×

国、東京都及び他市の動向調査
事業者の要望への対応
事務量増に対応する業務の効率化

○・より一層の公平、公正で競争性、透明性が図られる契約制度の構築
・総合評価方式の試行の継続
・最低制限価格の運用により、ダンピング受注を防止し、適切な落札率の確保を図る
・東京電子自治体共同運営サービスによる電子調達サービスの安定稼働
・工事においては関係部署と調整し、適切な工期の設定、施工時期の平準化、適正な予定価格の設定等に取り
組む
・制度改正、業者管理システムの改修などの業務改善の実施。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

契約締結実績　工事52件、委託203件、物品106件、印刷57件、賃貸借36件、修繕24件、単価契約105件、計583件　2,697,131,525円。  契約制度改善の調査、研究。

(4) 改革・改善による期待成果

現在、公平・公正で競争性・透明性のある契約制度であるが、さらなる
競争性・透明性、適正な履行の確保を図り、市の歳出費用を抑制する。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

国立市の契約・入札業務において競争性・透明性・適正な履行の確保を図るため、総合評価方式の活用、契約制度の改正及び職員への契約関連事務の指導を行う。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

市の施策及び事務事業が、効率的・効果的に実施される。また、歳出費用の抑制を図り、最小の経費で最大の効果をあげることに寄与する。

契約・入札事務は法に定められたもので、他に手段はない。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

公平、公正で競争性のある契約制度が維持出来なくなり、適正、効率的予算執行が不可能となる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
9  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
9
№
31
会計

国保 0 1 0 2 0 1 1 5 0 0 8 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
①手段：平成28年度の実績（平成28年度に行った主な活動を具体的に記載）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】

✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

①手段：平成29年度の事業計画（平成29年度に計画している主な活動を具体的に記載）

②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか
 事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④結果：基本施策の目的や効果を高めるためのこの事業の貢献度

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) 担当課評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・具体的に記載
事業のやり方改善（公平性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

事業統廃合・連携 縮小 休止 廃止

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

法令等により事業の実施が義務付けられている事業

保険者は、国民健康保健事業に要する費用に充てるため、世帯主
から保険料を徴収しなければならないと定められている。

29 年度平成 　　事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

国民健康保険加入者への賦課徴収事務
①賦課事務　②納税通知書の発送　③資格の異動に伴う保険税の再計算　④過納に伴う還付、充当事務
なお、徴収事務については政策経営部収納課が担当している。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

評価実施

裁量性の小さい理由・根拠

保険者は、国民健康保健事業に要する費用に充てるため、世帯主
から保険料を徴収しなければならないと定められている。

国民健康保険係

0
0

0

国立市国民健康保険被保険者 賦課・徴収した保険税を費用に充て、国民健康保険制度を安定的に運営することで、被保険者が安価に医療を受けられるようにする

6

0
-387

0

-120

0

0
0
0
0
0

7
2,700

0

平成28年度 平成29年度 目標年度

保険税(現年分)収納額

被保険者数

0

0

0

0

0

名称 単位

差額
単位

平成25年度 平成26年度 平成27年度

193718

-1030

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

0
0

0

19,653

（当初予算)
平成28年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

平成29年度

7 7
2,700 2,700 2,580

-600

-747

747
0

0
0
0

0

0
0

013,50012,90013,50013,500 13,500

120

3 3
00

-3600

5,399

648
5,288

0
3

360

5,399
14,040
540

0

100%
-19,439

0

人

千円

時間

人

19,439

（決算）（Ａ）
平成26年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

7人

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）
平成25年度
（決算）

1,489,862 1,456,819

千円

千円

千円

％

千円

平成27年度

②

③

④

手段

対象 対象指標（対象
の大きさを表す指標）

意図

結果

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

昭和34

千円

款
国民健康保険法第76条第1項、地方税法第703条の4第1項法令根拠

健康増進課

吉田　公一

所属課健康福祉部

事業コード

1,397,326

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

9 自治体経営

基本施策31　将来にわたって持続可能な財政運営

千円

千円

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

3 3

千円

時間 360

14,040

千円

千円

千円

1,591,044 1,537,519

13,68014,040

00240

1

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

正規職員人件費計（Ｃ）

時間 2,700

360 360
540540

14,040
5,775

国民健康保険税賦課徴収事務

4,901 5,814
人に係るコスト計（Ｆ）

05,8144,9015,2885,775

540540
360

19,547 18,611 17,581 17,261

120

000

-387

00

240

人

（決算）（Ａ）

019,854

✔

19,32819,815 18,581

0000

100% 100% 100% #DIV/0!
0-19,854-18,581-19,328

その他

100%
-19,815

0千円

千円

千円

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

物に係るコスト

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

人に係るコスト

うち委託料

その他

繰出金

その他

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

被保険者への通知にかかる印刷製本費、通信運搬費であり、削減の余地は無い。

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

被保険者数の減、課税所得の減により保険税調定額は減少傾向にある。安定的な国民健康保険制度の運用のため、適切な賦課を行っていく必要
がある。

維持 増加

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

賦課事務及び賦課内容に対する問い合わせへの対応等に係る人件費である。
通知を充実させ、問い合わせ件数を減らすことで人件費を圧縮できる可能性もあるが、
費用対効果はあまり見込めない。

法に定められた業務である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

平成28年度より税率等の改定を行ったものの、法が定める水準までの賦課は行えていない。一方で、低所得
の被保険者が多いという国民健康保険の性質上、更なる改定は被保険者の生活に大きな負担となることか
ら、改定の要否については慎重に判断を行う必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

コスト
削減

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

全被保険者に対し、所得に応じて適正に課税されている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

国民健康保険制度の大幅な見直しがなされない限りは継続していく。

制度の改正等が行われた場合は適正に対応する必要がある。

×
維
持

低
下 ×

税率の改定が行われるなど制度に変更があった際は、被保険者に対し丁寧に説明を行っていく必要がある。
平成30年度より広域化が実施される際には、都より示される標準保険税率との兼ね合いも含めて、保険税率の検討を行っていく必要がある。

今後とも適切に事業を実施していく。
保険税率については、受益と負担のバランスを見つつ、適切な水準について慎重に検討されていく必要がある。

向
上

×

扶助費
補助費等

物に係るコスト計（Ｇ）

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

①賦課事務　②納税通知書の発送　③資格の異動に伴う保険税の再計算　④過納に伴う還付、充当事務

○

(4) 改革・改善による期待成果

賦課業務自体は適切に行われている。
平成28年度から保険税率が改定されたため、収入額等について推移を
見守り、必要に応じて税率等の改定を検討していく。

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　

平成28年度と同様。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

保険制度が安定して運用されることで、市民が適切な医療を受けられる

目的税であり、他税と統合を行うことはできない。

事務事業名

政策名

施策名

予算科目

国民健康保険制度及び市財政に多大な影響を及ぼすこととなる。

←実施計画上の重点項
目

③ 廃止・休止の成果への影響

効
率
性
評
価


